
保管場所届出の標章交付時間を変更します。
（軽自動車の届出・保管場所変更届出）

当日の申請が多数の場合、交付が遅れる場合がありますのでご了承ください。

始業時から正午まで 14時以降

正午から15時まで 15時30分以降

15時～16時30分まで 翌開庁日の午前11時以降

令和４年６月１日から下記の時間帯での標章交付を行います。ご理解、ご協力をお願い致
します。※保管場所証明申請による標章交付（普通車）は従来どおりです。

届出時間 交付時間


